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下水道管路緊急補修業務仕様書  

第 １ 章  総  則 

１－１ 総  則 

 
１－１－１ 適用 

１． この下水道管路緊急補修業務仕様書（以下「本仕様書」という。）は、札幌市下水道

河川局が委託する下水道管路緊急補修業務（以下「業務」という。）に係る契約書（参

考資料「下水道業務委託契約約款（下水道管路緊急補修業務用）」参照）及び設計図書

の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、契

約の適正な履行の確保を図るためのものである。 

 

２． 本仕様書に記載されていない事項については、別に定める札幌市下水道管きょ工事

仕様書、札幌市下水道用資器材製品製作及び検査仕様書、札幌市下水道設計標準図、札

幌市下水道維持管理標準図、下水道維持管理用資器材製品製作及び検査仕様書、札幌市

土木工事共通仕様書、札幌市土木工事標準設計図集、札幌市公共ます設置業務仕様書、

工事看板等設置基準（土木系工事）、札幌市公共測量仕様書、札幌市公共測量作業要領

及び特記仕様書によるものとする。 

 なお、必要に応じて「工事」を「業務」、「施工」を「履行」、「発注者」を「委託

者」、「受注者」を「受託者」と読み替えて運用することとする。 

 

３． 受託者は、本仕様書の適用にあたって、建設業法第 18 条（建設工事の請負契約の原

則）に定める建設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければなら

ない。 

また、受託者は、地方自治法第 234 条の 2（契約の履行の確保）に基づくものである

ことを認識しなければならない。 

 

４． 契約図書は相互に補完し合うものとし、契約書、設計図書及び指示書等のいずれか

によって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。 

 

５． 契約書、特記仕様書、図面、本仕様書又は指示書等との間に相違がある場合、又は疑

義が生じた場合は、受託者は業務監督員と協議しなければならない。 

 

６． 設計書は、SⅠ単位を使用するものとする。SⅠ単位については、SⅠ単位と非 SⅠ単

位とが併記されている場合は（ ）内を非 SⅠ単位とする。受託者は SⅠ単位の適用に伴

い、端数処理の方法が（ ）内に示されたものと異なる場合は、業務監督員と協議しな

ければならない。 
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１－１－２ 用語の定義 

１． 業務監督員とは、業務主任及び業務員を総称していう。 

２． 業務主任は、上司の命を受け、業務監督その他業務の履行に関する事項を担任する。 

３． 業務員は、上司の命を受け、業務監督その他業務の履行に係る事務に従事する。 

４． 業務監督員は、受託者に対し必要な指示・協議・立会・検査・確認等を行うとともに

必要な事項を上司に報告する。 

５． 契約図書とは、契約書、設計図書及び指示書等をいう。 

６． 指示書等とは、業務指示書、業務変更指示書及び添付資料をいう。 

７． 設計図書とは、本仕様書、図面、指示書等、札幌市下水道維持管理標準図、札幌市下

水道設計標準図、札幌市土木工事標準設計図集、業務説明書及び業務説明等に対する質

問回答書をいう。 

８． 図面とは、入札に際して委託者が示した設計図及び委託者から変更又は追加された

設計図等をいう。なお、設計図書に基づき業務監督員が受託者に指示した図面及び受託

者が提出し、業務監督員が書面により承諾した図面を含むものとする。 

９． 仕様書とは、各業務に共通する仕様書（本仕様書等）と業務ごとに規定される特記

仕様書を総称していう。 

１０． 本仕様書は、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等

業務を履行する上で必要な技術的要求、業務内容を説明したもののうち、あらかじめ定

型的な内容を盛り込み作成したもの、業務目的物の出来形及び品質規格の確保を図る

もの等で、本仕様書及び緊急補修業務施工管理基準等で構成したものをいう。 

１１． 特記仕様書とは、本仕様書を補足し、業務の履行に関する明細又はその業務に固有

の技術的要求を定める図書をいう。なお、設計図書に基づき業務監督員が受託者に指示

した書面及び受託者が提出し業務監督員が承諾した書面は、特記仕様書に含まれる。 

１２． 業務説明書とは、履行場所、役務の概要、履行期間、仕様書を示した書類をいう。 

１３． 質問回答書とは、現場又は机上説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問

書に対して委託者が回答する書面をいう。 

１４． 指示とは、契約図書の定めに基づき、業務監督員が受託者に対し、業務の履行上必要

な事項について書面により示し、実施させることをいう。 

１５． 承諾とは、契約図書で明示した事項について、委託者と受託者が書面により同意す

ることをいう。 

１６． 協議とは、書面により契約図書の協議事項について、委託者と受託者が対等の立場

で合議し、結論を得ることをいう。 

１７． 提出とは、受託者が業務監督員に対し、業務に係る書面又はその他の資料を説明し、

差し出すことをいう。 

１８． 報告とは、受託者が業務監督員に対し、業務の状況又は結果について書面により知

らせることをいう。 

１９． 提示とは、業務監督員が受託者に対し、又は受託者が業務監督員又は検査員に対し、

業務に係わる書面又はその他の資料を示し、説明することをいう。 

２０． 通知とは、委託者又は業務監督員と受託者又は業務代理人の間で、業務の履行に関

する事項について書面により互いに知らせることをいう。 
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２１． 連絡とは、業務監督員と受託者又は業務代理人の間で、契約約款第 17条（条件変更

等）に該当しない事項又は緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子

メールにより互いに知らせることをいう。 

２２． 納品とは、受託者が業務監督員に業務完了時に成果品を納めることをいう。 

２３． 電子納品とは、電子成果品を納品することをいう。 

２４． 情報共有システムとは、業務監督員及び受託者の間の情報を電子的に交換・共有す

ることにより業務効率化を実現するシステムのことをいう。 

 また、本システムを用いて作成及び提出等を行った業務帳票については、別途紙に出

力して提出しないものとする。 

２５． 書面とは、業務施工協議簿等の業務帳票をいい、情報共有システムを用いて作成さ

れ、指示、承諾、協議、提出、報告、通知が行われたものを有効とする。ただし、情報

共有システムを用いない場合は、発行年月日を記載し、記名（署名又は押印を含む）し

たものも有効とする。 

２６． 業務帳票とは、業務履行計画書、業務施工協議簿、品質管理資料、出来形管理資料等

の定型様式の資料、及び業務施工協議簿に添付して提出される非定型の資料をいう。 

２７． 確認とは、業務監督員が契約図書に示された事項について、臨場若しくは関係資料

により、その内容について契約図書との整合を確かめることをいう。 

２８． 立会いとは、契約図書に示された項目について、業務監督員が臨場により、その内容

について契約図書との整合を確かめることをいう。 

２９． 段階確認とは、契約図書に示された施工段階において、業務監督員が臨場若しくは

机上により、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。 

３０． 業務の終了とは、業務指示書の業務が終了したことをいう。 

３１． 業務の部分完了とは、終了した業務の、委託料支払いを請求できることをいう。 

３２． 業務履行の完了とは、契約書に示す履行期間を完了したことをいう。 

３３． 完了検査とは、検査員が契約約款第 31 条（検査及び引渡し）に基づいて、受託者が

契約内容に適合した履行をなしたかどうかを確認することをいう。 

３４． 検査員とは、契約約款第 31 条（検査及び引渡し）第 2項の規定に基づき、業務検査

を行うために委託者が定めた者をいう。 

３５． 履行期間とは、契約図書に明示した業務を実施するために要する準備及び後片付け

期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。 

３６． 業務代理人とは、契約の適正な履行を確保するため、現場においてその運営、取締り

及び契約関係実務を処理する受託者の代理人をいう。 

３７． 業務代理人補とは、業務代理人が常駐する以外の現場に常駐し、その運営、取締りに

ついて業務代理人と同等の権限を有する者をいう。 

３８． 現場発生品とは、業務の履行により現場において副次的に生じたもので、その所有

権は委託者に帰属する。 

３９． 緊急業務とは、災害又は事故等により直ちに下水道施設の補修等が必要な業務をい

う。 

４０． 計画業務とは、緊急業務以外の業務をいう。 

４１． その他の用語は、札幌市下水道管きょ工事仕様書に準じる。 
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１－１－３ 業務履行準備等 

１． 受託者は、「業務指示書」（様式－8）により指示を受けるものとする。また、業務

の内容に変更が生じた場合は、「業務変更指示書」（様式－9）によることとする。 

２． 受託者はあらかじめ、業務履行に必要な手順や方法等について業務監督員に報告し、

了解を得ること。なお、報告には以下の項目を含めることとする。 

（１） 施工概要 

（２） 施工日時 

（３） 安全管理 

（４） その他必要事項 

３． 受託者は、業務の指示を受けた時は、遅滞なく業務の諸準備を行うとともに、委託箇

所を確認し、速やかに必要な措置を施さなければならない。 

４． 報告した内容に変更が生じた場合は、速やかに業務監督員に報告し了解を得ること。 

５． 受託者は、施工予定表（様式－16）により施工予定日及び主な施工予定内容を業務監

督員に提出すること。 

 

１－１－４ 指示、協議等の処理方法 

１． 受託者並びに業務監督員は、指示、協議、承諾及び確認について、原則として「業務

施工協議簿（1）」（様式－17）で行うこととする。ただし、業務施工協議簿では時間

を要するなど、適切な対応が困難な場合はこの限りではない。 

２． 業務の内容について協議する場合は、「業務施工協議簿（2）」（様式－18）で行う

こととする。 

 

１－１－５ 業務履行の体制 

１． 受託者は、善良な作業員を選び秩序正しい作業をさせるよう努め、かつ、熟練を要

する作業には相当の経験を有する者を従事させなければならない。 

２． 受託者は、適正な作業の進捗を図り必要数の作業員を配置しなければならない。 

 

１－１－６ 業務の下請負 

「札幌市土木工事共通仕様書 １－１－１－13 工事の下請負」による。 

 

１－１－７ 確認及び立会等 

１． 受託者は、業務監督員の確認後施工するものと指定された事項においては、2－3－8 

緊急補修業務の確認事項を参考とし確認を受けること。 

２． 受託者は、業務監督員に完成時不可視になる箇所の調査ができるよう十分な機会を

提供するものとする。 

３． 立会、確認事項については、受託者と業務監督員が協議の上決定すること。 

 

１－１－８  数量の算出及び出来形図 

受託者は、使用数量調書及び出来形図（様式－22、23、24）を作成し、業務監督員に提

出すること。 
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１－１－９ 施工管理 

受託者は、補修内容に適合した施工を行うために施工管理体制を確立し、施工体系図

を提出しなければならない。 

 

１－１－１０ 跡片付け 

受託者は、業務の終了に際して一切の受託者の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設

物を片付け、かつ撤去し、現場を清掃するとともに整然とした状態にするものとする。 

 

１－１－１１ 事故報告 

「札幌市土木工事共通仕様書 １－１－１－35 事故報告」による。 

 

１－１－１２ 環境対策 

 「札幌市土木工事共通仕様書 １－１－１－36 環境対策」による。 

 

１－１－１３ 諸法令の遵守 

「札幌市土木工事共通仕様書 １－１－１－40 諸法令の遵守」による。 

 

１－１－１４ 官公庁等への手続等 

「札幌市土木工事共通仕様書 １－１－１－41 官公庁等への手続等」による。 

 

１－１－１５ 休日又は夜間における業務 

受託者は、官公庁の休日又は夜間に作業を行う場合は、業務監督員に報告しなければ

ならない。 

 

１－１－１６ 境界等の保護 

１． 受託者は、境界杭等が変動しないように適切に保護すること。また、境界杭等を仮

移設・復旧する場合は、隣接土地所有者との間に紛争等が生じないようにしなければ

ならない。 

２． 受託者の責めに帰すべき事由により紛争等が生じた場合は、受託者がその紛争等を

解決するとともに費用についても受託者が負担する。 

 

１－１－１７ 提出書類 

受託者は、業務の着手（契約書に示す着手時）及び終了に当たり下記の書類を業務監

督員に提出しなければならない。また、業務着手届の内容を変更する必要が生じた場合

は、直ちに変更届を提出すること。 

また、業務終了時の書類については、業務終了書類（様式－21）に一括して綴り、提出

すること。 

１． 業務着手時 （契約書に示す着手時、提出部数１部） 

（１） 業務着手届 （様式－1） 

（２） 業務代理人・業務代理人補及び主任技術者指定通知書 （様式－2） 

（３） 業務代理人・業務代理人補及び主任技術者経歴書 （様式－3） 
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（４） 業務代理人・業務代理人補及び主任技術者変更通知書 （様式－4） 

（５） 業務日程表 （様式－5・6） 

（６） 業務履行計画書 （別添－1） 

２． 業務終了時（個々の業務終了時） 

（１） 業務終了届・業務終了確認報告書 （様式－10） 

（２） 業務日誌 （様式－15） 

（３） 業務記録写真 

（４） 補修出来形図（ます取付管・マンホール・本管） （様式－22～24） 

（５） 使用資材総括表、各種資材集計表 

（６） 建設副産物処理伝票（発生土搬入証明書、マニフェスト等） 

（７） 交通誘導警備員資格（交通誘導警備員Ａを配置した時） 

（８） その他、業務監督員から指定されたもの 

３． 業務部分完了時 

（１） 業務部分完了届（第 回）・業務部分完了検査報告書 （様式－12） 

（２） 業務集計内訳書（第 回） （様式－13） 

４． 業務履行の完了時 

（１） 業務履行完了届 （様式－14） 

 

１－１－１８ 保険の付保及び事故の補償 

 「札幌市土木工事共通仕様書 １－１－１－47 保険の付保及び事故の補償」による。 

 

１－１－１９ 事故防止 

受託者は、業務の履行に当たり、交通事故と労働災害の防止に努めるものとする。な

お、施工中における安全の確保を全てに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく

措置を常に講じておくものとする。特に建設機械の運転、電気設備等については、関係

法令に基づいて適切な措置を講じなければならない。 

 

１－１－２０ 現場管理 

１． 受託者は、最新の土木工事安全施工技術指針（国土交通省大臣官房技術審議官通達）、

建設機械施工安全技術指針（国土交通省大臣官房技術調査課長、国土交通省総合政策局

建設施工企画課長通達、平成 17年 3 月）、建設工事公衆災害防止対策要綱（国土交通

大臣官房技術調査課、令和元年）等を参考にして、常に業務の安全に留意し現場管理を

行い災害の防止を図らなければならない。 

２． 豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象予報等について十分な注意をは

らい、常にこれに対処できる準備をしておかなければならない。降雨の場合は、速やか

に現場を見回り危険防止に努めるとともに、現場状況を業務監督員に報告しなければ

ならない。 

３． 受託者は、補修箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物に対して支障

を及ぼさないよう、必要な処置を施さなければならない。 

４． 下水道用資器材について、現場に搬入した場合は整理整頓を徹底するとともに破損

等をさせてはいけない。 
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５． 酸素欠乏並びに有害ガス等による事故を防止するため、下水道管路及びマンホール

内等に入る際は、必ず、作業開始前より終了時まで継続的に酸素濃度測定並びに有害ガ

ス検知等に係る有資格者による測定を実施し、安全を確認した上で作業を行うこと。 

また、開口したマンホール周辺に転落防止措置を行い、下水道管路及びマンホール内

の作業中は、地上から送風機等で良好な通気状態を保持すること。 

６． 道路にかかる業務を行う場合は、交通の安全について業務監督員及び所轄警察署と

協議するとともに、道路標識令及び工事看板等設置基準（土木系工事）を標準とし、万

全な処置を講じなければならない。 

なお、道路の占用に関する道路管理者への手続は所管の下水管理センターが行い、道

路の使用に関する所轄警察署への手続は、受託者にて行うものとする。 

７． 受託者は、工事中看板、緊急修繕標示板等（別添－2 保安施設標準図参照）、道路標

識及び防護施設を設置するものとし、設置の要領は工事看板等設置基準（土木系工事）

によるものとする。 

 

１－１－２１ 緊急対応 

受託者は、下水道施設に起因した陥没等が発生した場合、転落防止等の安全確保に努め

るとともに、直ちに仮復旧等の初期対応を行わなければならない。 

 

１－１－２２ 安全管理 

１． 交通安全管理 

（１） 受託者は、業務のための運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、

積載物の落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにする

とともに、特に第三者に損害を与えないようにしなければならない。 

（２） 受託者は、業務の履行に伴う土砂及び資材等の運搬にあたっては、適法な車両

を使用することとし、資材等の過積載などは決して行わないこと。 

（３） 受託者は、運転者に対しては、安全運転講習会の開催等、安全運転意識の向上

について十分留意するとともに、下請負者の雇用する運転者に対しても、その浸

透を図らなければならない。 

（４） 受託者は、業務に関して発生した交通事故及び業務従事者の悪質な交通違反は、

その発生の都度、遅滞なく業務監督員に報告しなければならない。 

（５） 受託者は、一般交通の用に供する道路の路面を常に良好な状態に保つこと。 

２． 交通規制 

（１） 業務において、交通規制を行う場合は関係法令を遵守すること。 

（２） 交通誘導警備員の配置種別 

イ) 受託者は、市街地（人口集中地区（DID 地区）及びこれに準じる地区）及び北

海道公安委員会が検定合格交通誘導警備員の配置を必要とする路線（公安委員

会認定路線）で業務を行う場合は、交通誘導警備員Ａを１名以上含む交通誘導

警備員を必要数配置しなければならない。また、上記以外の路線においては交

通誘導警備員を１名以上配置すること。 

※ 交通誘導警備員Ａとは、交通誘導警備業務に係る１級又は 2 級検定合格者の

資格を持つ警備員で、交通誘導警備員Ｂとは、それ以外の者をいう。 
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ロ) 受託者は、交通誘導警備員Ａを配置した場合は業務監督員に報告するととも

に、交通誘導警備員の資格を確認できる資料を業務終了時に提出すること。 

ハ) 市街地（公安委員会認定路線を除く）において交通誘導警備業務を行う場合

で、交通誘導警備員Ａの配置が困難な場合は、その理由書を業務監督員に提出

し、対応を協議しなければならない。 

（３） 交通規制の方法 

「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-38 交通安全管理 11.交通規制等(2)～

(4)」による。 

３． 道路標識等の設置 

受託者は、次に定めるところにより道路標識等を設置し、これらを維持しなければな

らない。 

（１） 一般交通の用に供する道路での業務の場合は、工事看板等設置基準（土木系工

事）による。また、業務箇所予告標示板及びセフティコーン等には、必ず社名を

明記し、管理を明確にしなければならない。なお、業務終了後は、速やかに撤収

しなければならない。 

（２） 一般交通の用に供する道路以外での業務で、業務区間が一般交通の用に供して

いる道路に接続している場合は、必要に応じて業務区間内に歩行者及び車両の進

入を防止するためのバリケードを設置しなければならない。 

また、交通に対する危険の程度に応じ、ランプ、標柱などを併用するものとす

る。 

４． 歩行者等の安全対策 

（１） 危険箇所の周知 

受託者は、業務箇所付近に児童等に関する施設がある場合は、教育機関等（小

学校、幼稚園、保育所等）に依頼して児童等に注意を喚起しなければならない。ま

た、業務箇所付近の住民には危険箇所の表示をして、事故防止に努めなければな

らない。 

（２） 通学路での事故防止 

受託者は、あらかじめ小学校、中学校等の通学路について確認すること。 

業務箇所が通学路内にある場合は、十分に注意し交通事故防止に努めなければ

ならない。 

（３） 通行の危険防止 

イ) 現場の歩行者通路は、（安全衛生規則に準拠する）安全な幅員を確保し通行

危険箇所には立入禁止の表示、保安柵（ガードロープ、バリケード等）の設置な

どとともに、必要に応じ交通誘導警備員を配置して危険防止に努めなければな

らない。 

ロ) 歩道を業務において占用する場合又は歩車道区分のない道路では、車両の交

通の用に供する部分との境には、保安柵等を設置（建設工事公衆災害防止対策

要綱に準拠する）し、歩行者が安全で安心して通行できるよう歩行者のための

通路を確保し、必要に応じ交通誘導警備員を配置して、危険防止に努めなけれ

ばならない。なお、歩行に支障のないよう資器材の整理整頓に努めなければな

らない。 
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（４） 安全誘導 

現場内に児童等が立入ろうとする場合、作業員又は交通誘導警備員は危険を児

童等に教え注意し、安全な場所に誘導しなければならない。 

（５） 身体の不自由な方用の通路の確保 

業務箇所付近に社会福祉施設（養護老人ホーム、障がい者福祉施設、児童養護

施設等）があるなど、身体の不自由な方の通行が想定される場合は、通行に支障

のない通路を確保しなければならない。 

（６） 自転車通行者の安全保護 

イ) 自転車通行者を歩行者通路に誘導する場合、自転車通行者に対して自転車を

降りて通行するよう誘導するなど、歩行者、自転車通行者の安全保護に対して

十分配慮すること。 

ロ) 作業終了後、引き続き交通規制を行い、自転車通行者を歩行者通路に誘導す

る場合、業務区間の前後に自転車を降りて通行する旨の内容を記載した注意看

板を設置すること。 

５． 資材・機械器具等の危険防止 

業務箇所で作業員が離れている場合は、使用資材（ブロック・管類・桝材等）が動か

ないように固定すること。また、機械のエンジンを掛けたままや、機械器具が転倒又は

自走するような危険な状態のまま放置しないこと。 

６． ガス漏れ事故防止 

以下の事項は、都市ガス供給区域及びプロパン集中供給区域で施工する、全ての地下

掘削工事に適用する。 

（１） 調査 

イ) 地下掘削に先立ち、道路管理者及び北海道ガス株式会社等と連絡をとり、ガ

ス管の有無を調査し、その位置を確認しなければならない。 

ロ) 現場における位置の確認は、必ず手堀りで行うとともに、ガス管の所在につ

いて作業員を含む業務関係者に十分認知させなければならない。      

（２） 一般的注意事項 

イ) 掘削に際しては、ガス管に衝撃を与えてはならない。 

ロ) 露出したガス管の防護方法は、「ガス供給施設標準防護工法」（昭和 55年 4

月、北海道ガス株式会社、北ガスジェネックス株式会社作成）（標準図「地下埋

設物防護」参照）によるとともに、北海道ガス株式会社、北ガスジェネックス株

式会社の立会いを求めなければならない。また、沈下棒の設置に際しては、当

該管理者と十分協議の上、設置管理を行うこと。 

ハ) 現場には、ガス検知器を常備し、定期的及び異常を察知した場合にガス漏れ

の点検を行わなければならない。ガス検知器としては、ガス濃度が明瞭に測定

できる指示計付きのものでなければならない。 

ニ) 埋戻しに際しては、埋戻し土の沈下によるガス管の損傷を防ぐためガス会社

係員の指示により、ガス管下部の突き固め、その他の措置を講じなければなら

ない。 

（３） 事故発生時の措置 

イ) 万一ガス管を損傷してガスの漏えいを察知した場合は、直ちに付近の建設機
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械や車両等のエンジン停止及び火気の消火を行うとともに、消防署、北海道ガ

ス株式会社、北ガスジェネックス株式会社、所轄警察署及び業務監督員に通知

し、作業員等の安全を確保し、破損部分をビニールテープその他により応急に

漏えいの防止を行わなければならない。 

ロ) 業務関係者は、付近を一般市民の立入禁止とするとともに、安全な場所に誘

導しなければならない。 

ハ) この復旧に要する費用については、受託者の負担とする。 

７． 指定場所以外での火気の使用禁止 

（１） 受託者は、マンホールや桝等の下水道工作物内、又はその付近では絶対にタバ

コや焚き火等の裸火を使用してはならない。 

（２） 受託者は、作業員等が喫煙を行う休憩場所を指定し、指定場所以外での喫煙を

禁止しなければならない。 

８． 安全訓練 

業務の履行に際し、受託者は、「土木請負工事における安全訓練等の実施について」

（建設大臣官房技術調査室長通達、平成 4 年 3 月）及び「建設工事の安全対策に関す

る措置について」（建設大臣官房技術調査室長通達、平成 4年 4 月）に基づいて、具体

的な計画を作成して、受託者として定期的に安全に関する研修、訓練等を実施しなけれ

ばならない。 

９． 不法無線局及び違法無線局対策 

「札幌市土木工事共通仕様書 1-1-1-38 交通安全管理 15.不法無線局及び違法

無線局対策」による。 

 

１－１－２３ 地先住民等との協調 

１． 受託者が、当該業務に当たり地先住民等と協議を必要とするとき、又は要望及び交

渉があったときは、直ちに業務監督員に申し出て指示を受け、誠意を持って対応し、そ

の結果は遅滞なく報告すること。 

２． 受託者は、いかなる名目であっても地先住民からこの当該業務について、報酬等を

受けてはならない。 

作業員等の上記行為については、受託者がその責任を負うものとする。 

 

１－１－２４ 他工区での対応 

委託者は、入札不調、契約解除、事故、作業員を確保できない場合等、緊急対応がで

きない工区が発生した場合、又は災害時等の場合において、他工区の受託者に対し必要

とする業務の指示をすることができる。 

その場合、作業を実施した受託者が契約している緊急補修業務として扱うものとし、

作業を実施した受託者が契約している契約単価で精算するものとする。 

 

１－１－２５ 委託料の請求及び部分完了検査 

１． 受託者は、業務が部分完了したときは部分完了検査を受け、検査合格後に委託料の

支払いを請求することができる。 
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２． 受託者は、業務の部分完了検査を受ける場合は、「業務部分完了届（第 回）・業務

部分完了検査報告書」（様式－12）及び「業務集計内訳書（第 回）」（様式－13）等

を必要成果品とともに提出しなければならない。 

３． 業務部分完了の際には、既に終了している複数の業務をまとめて、業務集計内訳書

とともに業務部分完了届を提出することができる。 

４． 業務監督員は、検査日時及び検査場所を受託者に連絡するものとする。 

５． 検査員は、業務監督員及び受託者の臨場の上、業務目的物を対象として検査を行う

ものとする。 

 

１－１－２６ 業務終了届内訳書に係る数量の位取り   

業務終了届内訳書（様式－11）に記載する数量の位取りについては、契約単価一覧表

によるものとする。 

 


